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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
改
正
の
受
諾
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の

件
（
閣
条
第
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
改
正
は
、
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
の
代
替
物
質
と
し
て
使
用
が
増
大
し
た
高
い
温
室
効
果
を
有
す
る
ハ
イ
ド
ロ
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
を
、
一
九
八
七
年
（
昭
和
六
十
二
年
）
九
月
に
採
択
さ
れ
た
「
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン

ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
」
（
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）
の
下
で
、
生
産
、
消
費
等
の
規
制
及
び
非
締
約
国
と
の
貿
易
の
禁
止

の
対
象
と
な
る
物
質
に
追
加
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
は
、
二
〇
一
六
年
（
平
成
二
十
八
年
）
十

月
に
ル
ワ
ン
ダ
の
キ
ガ
リ
で
開
催
さ
れ
た
議
定
書
の
締
約
国
の
第
二
十
八
回
会
合
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
締
約
国
は
、
二
〇
一
九
年
（
平
成
三
十
一
年
）
一
月
一
日
以
降
、
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
生
産
量
及
び
消
費
量

が
基
準
値
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。

二
、
締
約
国
は
、
非
締
約
国
と
の
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
輸
入
及
び
輸
出
を
禁
止
す
る
。

三
、
締
約
国
は
、
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
で
あ
っ
て
、
未
使
用
の
も
の
、
使
用
済
み
の
も
の
、
再
利
用
さ
れ
る
も
の
及
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び
再
生
さ
れ
た
も
の
の
輸
入
及
び
輸
出
に
関
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
の
制
度
を
設
け
及
び
実
施
す
る
。

四
、
締
約
国
は
、
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
に
関
し
、
年
間
生
産
量
、
締
約
国
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
技
術
に
よ
っ
て
破
壊

さ
れ
た
量
、
輸
入
量
、
輸
出
量
等
に
つ
い
て
の
統
計
資
料
を
事
務
局
に
提
出
す
る
。

五
、
こ
の
改
正
は
、
二
〇
一
九
年
（
平
成
三
十
一
年
）
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
た
だ
し
、
前
記
二
は
、
議
定
書
の
締
約

国
で
あ
る
七
十
以
上
の
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
る
こ
の
改
正
の
批
准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
の

寄
託
を
条
件
と
し
て
、
二
〇
三
三
年
（
平
成
四
十
五
年
）
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


